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税務訴訟資料 第２６０号－５４（順号１１４１０） 

最高裁判所（第三小法廷） 平成●●年（○ ○）第● ●号 消費税決定処分等取消等請求上告受理

事件 

国側当事者・国 

平成２２年３月３０日不受理・確定 

 （第一審・福井地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号、平成１９年９月１２日判決、本資料２５

７号－１６３・順号１０７７２） 

 （控訴審・名古屋高等裁判所金沢支部 平成●●年（○○）第●●号、平成２０年６月１６日判決、

本資料２５８号－１１２・順号１０９７０） 

 

決 定 

           株式会社Ｃ破産管財人 

申 立 人       甲 

相 手 方       国 

同代表者法務大臣   千葉 景子 

同指定代理人     武藤 政男 

 上記当事者間の名古屋高等裁判所金沢支部平成●●年（○○）第●●号消費税決定処分等取消請求

事件について、同裁判所が平成２０年６月１６日に言い渡した判決に対し、申立人から上告受理の申

立てがあったが、申立ての理由によれば、本件は、民訴法３１８条１項により受理すべきものとは認

められない。 

 よって、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 

 

主 文 

 本件を上告審として受理しない。 

 申立費用は申立人の負担とする。 

 

平成２２年３月３０日 

最高裁判所第三小法廷 

裁判長裁判官 近藤 崇晴 

   裁判官 堀籠 幸男 

   裁判官 那須 弘平 

   裁判官 田原 睦夫 


